
建
設
環
境
委
員
会

建
設
環
境
委
員
会

　

６
月
16
日
に
委
員
会
が
開

催
さ
れ
、
１
件
の
議
案
を
審

査
し
、
原
案
の
と
お
り
可
決

し
ま
し
た
。

◎
平
成
27
年
度
福
生
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

（
歳
出
予
算
の
う
ち
建
設
環

境
委
員
会
所
管
分
）

問　

塵
芥
処
理
費
の
財
源
振

替
の
内
容
は
。

答　

歳
入
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業
助
成
金
１
５
０
０

万
円
の
増
額
補
正
が
あ
り
、

こ
れ
を
総
務
費
の
諸
費
の
会

館
建
設
費
に
充
当
す
る
こ
と

か
ら
、
も
と
も
と
の
財
源
で

あ
る
東
京
都
市
町
村
総
合
交

付
金
の
う
ち
、
１
２
０
０
万

円
を
塵
芥
処
理
費
の
リ
サ
イ

ク
ル
セ
ン
タ
ー
の
修
繕
料
へ

の
充
当
に
振
り
替
え
た
。

問　

消
費
者
啓
発
事
業
委
託

料
の
内
容
は
。

答　

今
年
度
は
恒
常
的
に
か

か
わ
り
の
あ
る
民
生
委
員
、

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
、

介
護
事
業
者
の
方
々
を
対
象

に
、
振
り
込
め
詐
欺
防
止
の

啓
発
と
い
っ
た
研
修
会
を
行

っ
て
い
き
た
い
。

問　

録
音
機
、
備
品
購
入
費

の
内
容
は
。

答　

特
殊
詐
欺
の
被
害
か
ら

市
民
の
方
々
を
未
然
に
守
る

と
い
う
こ
と
か
ら
、
自
動
通 ▲東京都より譲渡された自動通話録音機

話
録
音
機
を
購
入
し
希
望
者

に
貸
与
を
し
て
い
く
。

　

６
月
17
日
に
委
員
会
が
開

催
さ
れ
、
視
察
後
３
件
の
議

案
を
審
査
し
、
原
案
の
と
お

り
可
決
し
ま
し
た
。

◎
福
生
市
介
護
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

問　

通
常
、
条
例
の
施
行
は

４
月
１
日
だ
が
、
こ
の
時
期

に
条
例
改
正
を
す
る
の
は
な

ぜ
か
。

答　

平
成
27
年
度
の
政
府
予

算
案
編
成
過
程
に
お
い
て
、

具
体
的
な
軽
減
幅
は
１
月
に

示
さ
れ
た
が
、
根
拠
と
な
る

法
律
の
施
行
が
４
月
か
ら
と

年
度
を
ま
た
い
だ
の
で
、
今

議
会
で
改
正
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
国
か
ら
は
、
３
月
議

会
で
多
段
階
化
、
軽
減
強
化

を
共
に
条
例
改
正
す
る
方
法
、

３
月
議
会
で
多
段
階
化
の
み

を
可
決
し
、
軽
減
幅
に
つ
い

て
は
６
月
議
会
で
条
例
改
正

す
る
方
法
を
提
唱
し
て
い
る
。

問　

第
一
段
階
が
軽
減
さ
れ

る
わ
け
だ
が
、
軽
減
額
の
計

算
根
拠
と
対
象
人
数
、
近
隣

自
治
体
等
の
状
況
は
。

答　

軽
減
前
の
介
護
保
険
料

が
３
万
４
８
０
０
円
で
、
軽

減
後
が
３
万
１
３
０
０
円
な

の
で
３
５
０
０
円
が
軽
減
単

価
と
な
る
。
ま
た
人
数
は
、

国
の
示
す
基
準
の
平
成
26
年

４
月
１
日
現
在
で
２
７
４
３

人
。
こ
れ
に
軽
減
単
価
を
掛

け
る
と
９
６
０
万
５
０
０
円

に
な
る
。
条
例
改
正
に
つ
い

て
は
、
４
月
１
日
に
遡
及
適

用
さ
れ
る
た
め
、
平
成
27
年

度
分
の
保
険
料
か
ら
適
用
と

な
る
。
26
市
で
は
２
月
の
時

点
で
、
４
月
の
政
令
公
布
を

待
た
ず
に
３
月
議
会
で
条
例

改
正
を
行
っ
た
保
険
者
が

13
、
政
令
の
交
付
を
待
っ
て

６
月
議
会
で
対
応
す
る
保
険

者
が
９
、
未
定
が
４
保
険
者

で
あ
る
。

◎
平
成
27
年
度
福
生
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

（
歳
出
予
算
の
う
ち
市
民
厚

生
委
員
会
所
管
分
）

問　

介
護
保
険
特
別
会
計
繰

出
金
の
財
源
が
特
定
財
源
と

一
般
財
源
に
分
か
れ
て
い
る

が
、
繰
出
し
の
ル
ー
ル
は
ど

の
様
に
な
っ
て
い
る
か
。

答　

軽
減
負
担
分
に
つ
い
て

は
国
が
２
分
の
１
を
負
担
し
、

残
り
を
都
と
市
で
４
分
の
１

ず
つ
負
担
す
る
。
制
度
改
正

の
話
が
あ
っ
た
当
初
は
第
一

段
階
か
ら
第
三
段
階
ま
で
の

低
所
得
者
層
の
軽
減
を
対
象

と
し
て
い
た
が
、
消
費
税
増

税
が
見
送
ら
れ
た
た
め
、
第

一
段
階
の
み
と
な
り
、
軽
減

幅
に
つ
い
て
は
、
０
・
０
５

を
越
え
な
い
範
囲
で
市
町
村

が
設
定
す
る
。
ま
た
、
特
別

会
計
へ
の
繰
出
し
は
、
国
・

都
及
び
市
の
軽
減
負
担
分
を

一
般
会
計
か
ら
特
別
会
計
へ

繰
り
出
す
も
の
で
あ
る
。

問　

市
が
負
担
す
る
一
般
財

源
は
、
ど
の
項
目
か
ら
出
さ

れ
る
の
か
。

答　

市
の
負
担
分
は
予
備
費

か
ら
繰
り
出
さ
れ
る
の
で
、

本
来
な
ら
、
市
の
負
担
分
が

減
額
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
充
当

さ
れ
る
が
、
今
回
は
そ
の
他

に
も
特
定
財
源
と
し
て
歳
入

さ
れ
て
い
る
関
係
か
ら
、
予

備
費
が
増
額
と
な
っ
て
い
る
。

◎
平
成
27
年
度
福
生
市
介
護

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
） 

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
で
繰
り
出
さ
れ
た
金

額
を
介
護
保
険
特
別
会
計
へ

繰
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
補

正
予
算
が
組
ま
れ
た
。

　

６
月
18
日
と
23
日
に
委
員

会
が
開
催
さ
れ
、
議
案
２
件

（
う
ち
１
件
は
議
員
提
出
議

案
）
と
２
件
の
陳
情
を
審
査

し
ま
し
た
。

　

市
長
提
出
議
案
（
補
正
予

算
）
を
可
決
し
、
議
員
提
出

議
案
は
、
否
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
陳
情
１
件
は
不
採
択

と
し
、
他
１
件
は
、
継
続
し

て
審
査
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

◎
平
成
27
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）（
歳
入
予

算
全
般
及
び
歳
出
予
算
の
う

ち
総
務
文
教
委
員
会
所
管
分
）

問　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事

業
補
助
金
の
収
入
の
内
容
と
、

使
途
は
。

答　

一
般
財
団
法
人
自
治
総

合
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
補
助
金

で
、
前
年
度
に
申
請
し
、
交

付
決
定
を
受
け
た
も
の
で
、

町
会
会
館
の
建
替
え
に
補
助

す
る
。

問　

日
本
の
伝
統
・
文
化
理

解
教
育
推
進
委
託
料
の
金
額

が
増
え
た
の
は
な
ぜ
か
。

答　

平
成
25
年
度
か
ら
、
市

が
単
独
で
実
施
し
て
い
た
日

本
の
伝
統
文
化
理
解
教
育
推

進
事
業
は
、
27
年
度
に
つ
い

て
は
東
京
都
教
育
委
員
会
が

委
託
事
業
と
し
て
実
施
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

当
初
は
、
予
算
額
を
40
万

円
計
上
し
て
い
た
が
、
１
１

０
万
円
を
補
正
予
算
と
し
て

計
上
し
、
東
京
都
の
委
託
金

の
上
限
で
あ
る
１
５
０
万
円

と
し
た
。

問　

市
民
か
ら
の
寄
附
を
ど

の
よ
う
に
活
用
す
る
の
か
。

答　

寄
附
者
の
意
向
に
沿
い
、

福
祉
関
係
で
、
庁
舎
内
の
車

椅
子
３
台
と
教
育
関
係
で
テ

ン
ト
５
張
り
を
購
入
す
る
予

定
で
あ
る
。

問　

学
力
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

推
進
地
域
指
定
事
業
委
託
金

に
つ
い
て
内
容
を
伺
う
。

答　

市
で
は
、
今
ま
で
も
独

自
に
学
力
向
上
対
策
に
取
り

組
ん
で
き
た
が
、
今
回
、
東

京
都
の
新
し
い
事
業
と
し
て
、

指
定
さ
れ
た
も
の
で
、
教
員

の
指
導
力
向
上
に
向
け
た
研

修
等
の
取
り
組
み
や
、
児
童

生
徒
の
基
礎
学
力
の
定
着
に

向
け
て
、
外
部
指
導
員
を
活

用
し
放
課
後
や
土
曜
日
、
長

期
休
日
等
に
算
数
、
数
学
の

補
習
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

問　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
教
育
推
進
事
業

は
、
今
回
新
た
に
４
校
が
指

定
さ
れ
、
７
校
に
な
っ
た
が
、

各
学
校
か
ら
の
要
望
か
。

答　

今
回
、
東
京
都
が
指
定

校
を
増
や
し
た
の
で
、
各
学

校
の
意
向
を
調
査
し
、
申
請

し
た
と
こ
ろ
、
全
て
が
指
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

◎
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認

を
柱
と
す
る
安
全
保
障
関
連

法
案
の
慎
重
審
議
を
求
め
る

意
見
書

　

こ
の
意
見
書
の
審
査
は
、

各
委
員
か
ら
意
見
書
の
内
容

に
つ
い
て
、
提
出
者
（
議

員
）
に
対
し
質
疑
を
行
い
、

否
決
と
な
り
ま
し
た
。

問　

憲
法
解
釈
を
変
え
て
し

ま
う
か
ら
、
違
憲
で
あ
る
と

の
意
味
は
。

答　

従
来
の
政
府
見
解
で
、

集
団
的
自
衛
権
は
憲
法
上
認

め
ら
れ
な
い
と
答
え
て
き
た

が
、
現
憲
法
下
で
の
限
定
的

な
集
団
的
自
衛
権
は
、
１
８

０
度
解
釈
を
変
え
た
こ
と
に

な
り
、
違
憲
と
考
え
る
。

問　

三
要
件
の
法
案
で
、
自

衛
隊
の
武
力
行
使
は
、
自
国

防
衛
の
自
衛
措
置
に
限
っ
て

お
り
、
こ
れ
ま
で
の
憲
法
解

釈
の
根
幹
を
維
持
し
て
い
る

と
思
う
が
ど
う
か
。

答　

新
要
件
を
付
け
た
と
し

て
も
、
集
団
的
自
衛
権
行
使

容
認
が
憲
法
違
反
に
あ
た
る

と
考
え
る
。

　

定
例
会
の
会
期
や
本
会
議

の
議
事
日
程
、
一
般
質
問
、

議
案
、
市
民
等
か
ら
提
出
さ

れ
た
陳
情
の
取
扱
い
等
の
協

議
及
び
議
会
だ
よ
り
の
編
集

を
行
う
議
会
運
営
委
員
会
が

閉
会
中
も
含
め
６
回
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

市
民
厚
生
委
員
会

市
民
厚
生
委
員
会

総
務
文
教
委
員
会

総
務
文
教
委
員
会
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議
会
運
営
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

　今定例会の常任委員会では、本会議から付託さ
れた議案の審査が６月16日、17日、18日の３日
間、建設環境・市民厚生・総務文教委員会の順で
行われました。なお、総務文教委員会について
は、議案の関係で23日にも開催されました。
　また、議会運営委員会は、本会議の議事日程や
議案の取扱い、議会だよりの編集等で６回行われ
ました。
　それから、横田基地対策特別委員会、議会改革
に関する特別委員会が６月26日に行われました。
　ここでは、各常任委員会及び各特別委員会から
報告された主な審査概要をまとめました。

委員会の委員会の委員会の
　　審査から　

▲地域包括支援センター熊川を視察

▲福生第三小学校児童による和太鼓の披露


